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横浜市が発出する通知に関する情報の点字化事業の周知協力について（依頼）


横浜市では、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」（障害者差別解消法）の趣旨を踏まえ、平成29年11月より視覚障害のある方の「情報の保障」に関する事業として、点字による情報提供を希望する方に対して、本市から発出する一部の通知の「通知名」、「発送元」及び「問合せ先」について、点字で情報提供を行っています。
　つきましては、この事業をより多くの視覚障害のある方に利用いただきたく、貴事業所を利用されている横浜市内在住の利用者に対して、本事業の概要や登録届出方法の周知に御協力くださいますようお願い申し上げます。

１　事業概要
(1)　点字対応を希望する市民からの届出の受付
本市から発出する通知について、点字対応を希望する視覚障害のある方から、点字対応を希望する旨を届け出ていただきます。
(2)　庁内での届出者情報の共有
健康福祉局障害企画課で届出者名簿を作成し、通知を所管する所管部署に情報共有します。
(3)　通知の名称等の点字化及び送付
通知を所管する部署は、点字化の対象となる通知（※）を発出する際に、「通知名」、「発送元」及び「問合せ先」を点字化した文書を当該通知に同封します。
また、希望者に対しては、電子メールで通知を郵送した旨をお知らせします。
· 本事業の対象となる通知は、本市ウェブサイト上に随時更新し掲載していますので、
適宜御確認ください。（対応可能な通知例：障害福祉サービス受給者証 等）

２　事業の対象者
　　横浜市内在住の身体障害者手帳の交付を受けている視覚障害のある方

３　登録方法
　　登録届出書（第１号様式）に必要事項を記入の上、担当まで郵送等で提出してください。
　　なお、登録届出書への記入が困難な方は、事業所従業員の代筆による記入も可であるほか、電話やＥメールでの届け出も受け付けますので担当まで御連絡ください。

４　その他
　　本事業の要綱、各届出書様式や対象となる通知は本市ウェブサイトに掲載しています。
【本市ウェブサイトURL】http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/shogai/sabetsu-kaisyou/tenji
【お問い合わせ先・届出書の提出先】
〒231-0021　横浜市中区日本大通１８ ＫＲＣビル６階
横浜市健康福祉局障害企画課（差別解消法担当）
電話：045－671－3601　 F A X ：045-671-3566
メールアドレス：kf-tenji@city.yokohama.jp






様式第１号（第3条第1項）
平成　年　月　日
通知の送付に係る点字による情報提供登録届出書

（宛　先）横浜市長

私は、横浜市から送付される通知について、送付情報の点字による情報提供を希望しますので、横浜市通知の送付に係る点字による情報提供事業実施要綱第３条第１項の規定に基づき、登録届出書を提出します。
また、私は、本届出書の個人情報を障害企画課が管理し、文書所管課及び委託事業者に提供することについて同意します。
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